
公立大学法人 敦賀市立看護大学 中期目標 

 

公立大学法人敦賀市立看護大学（以下「法人」という。）は、敦賀市立看護大学を設置し、

及び管理することを通して、豊かな教養と総合的な判断力、高度な専門的知識と実践力を

有する人材を育成するとともに、看護の発展に貢献できる質の高い研究に取り組むことに

より、人々の健康と福祉の向上に貢献することを目的としている。 

 この目的を達成するためには、魅力ある大学づくり、開かれた大学づくりを進め、地域

医療に貢献できる質の高い人材を輩出するとともに、地域住民の健康や福祉の向上に寄与

するため、研究成果を地域社会に広く還元することが必要である。 

 敦賀市は、法人が自律的で効率的な大学運営を行い、社会の要請に応えるために大学と

しての教育研究の確たる基盤づくりに取り組み、市民の期待と負託に応えることができる

よう、この中期目標を定める。 

 

１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

⑴ 中期目標の期間 

   平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日までの６年間とする。 

 

⑵ 教育研究上の基本組織 

   この中期目標を達成するため、敦賀市立看護大学に次のとおり教育研究上の基本組

織を置く。 

   看護学部看護学科 

 

２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

⑴ 教育に関する目標 

ア 教育の成果・内容に関する目標 

(ｱ) 豊かな教養を身に付けた自立した社会人であると同時に、人に対する畏敬の念 

をもって看護を提供できる人材を育成する。 

(ｲ) 高度な医療に対応できる専門的知識、技術、倫理観を身に付け、これらに基づ 

いて看護を実践できる人材を育成する。 

(ｳ) 地域医療の充実と発展を自らの使命として地域に貢献できる人材を育成する。 

 

イ 教育の実施体制に関する目標 

(ｱ) 地域や社会のニーズ、経費などについて十分検証しながら、大学院を含め、助 

産師課程の設置について検討する。 

(ｲ) 教育の質を高めるため、学生による授業評価方法などの組織的な教育改善活動 

に取り組む。 

 

ウ 学生支援に関する目標 

(ｱ) 学生の自主的な学習や学生生活に関する相談体制を整え、支援を行う。 

(ｲ) 授業料免除制度の適切な運用、各種奨学金の情報提供などにより、学生へ経済 

的な支援を行う。 



(ｳ) 学生が看護師や保健師の国家試験に合格できるよう組織的な支援を行い、合格 

率の向上を目指す。 

(ｴ) 学生がそれぞれの希望に沿った進学・就職ができるよう支援する。 

 

エ 学生の確保に関する目標 

高校等と連携し、受験生に積極的な情報発信を行うことにより、多くの優れた受験 

生を確保する。 

 

⑵ 研究に関する目標 

ア 研究の成果・内容に関する目標 

    教員それぞれの専門領域の研究に加え、地域のニーズに応じた研究を組織的に推 

進する。 

 

イ 研究の実施体制に関する目標 

(ｱ) 外部からの研究資金を獲得するためのサポート体制を構築する。 

(ｲ) 教員の研究を活性化するため、選考により競争的研究費を効果的に配分する。 

   (ｳ) 地域における医療課題について研究を行い、その成果を地域に還元するため、研 

究センターを設置する。 

(ｴ) 教員の研究活動や研究業績に関する情報を大学として発信できる仕組みを構築

し、わかりやすく公表する。 

 

⑶ 地域貢献・国際交流に関する目標 

ア 地域貢献に関する目標 

(ｱ) 地域社会の健康や福祉に関するニーズを把握し、住民の健康や福祉に寄与する 

方策を提言する。 

(ｲ) 医療・看護従事者や地域住民が大学で学ぶことができるよう、授業を履修・聴 

講できる制度や講座を受講できる制度を設ける。 

(ｳ) 地域と学生の結び付きを深めるため、学生が地域住民と交流する機会、学生の 

保護者や家族が敦賀を訪れてもらう機会の充実に努める。 

(ｴ) 市や関係機関等と連携し、敦賀市をはじめとする嶺南地域の医療機関の情報を 

学生に提供し、地域への就職を促す。 

(ｵ) 災害時には大学の施設・設備を地域住民に開放するとともに、教職員（教員及

び事務職員をいう。以下同じ）も被災者の救護・支援等に協力する。 

 

イ 国際交流に関する目標 

大学の教育研究水準を向上させ、国際的視野を持つ人材を養成するため、国外の

教育研究機関との連携・交流を検討する。 

 

３ 大学運営に関する目標 

⑴ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

ア 組織体制に関する目標 



(ｱ) 理事長と他の理事の間で適切な役割分担を行い、迅速で柔軟な運営を行うこと 

 ができる体制を確立する。 

(ｲ) 大学運営に関する事項を迅速に教職員に周知する仕組みと大学運営に教職員の 

 意向を反映できる仕組みを整える。 

(ｳ) 教員と事務職員がそれぞれの専門性を生かし、大学運営に一体となって取り組 

む体制を構築する。 

(ｴ) 多角的な視点を大学運営に反映させるため、学外の有識者等を役員や委員に登 

用する。 

 

イ 人事の適正化に関する目標 

(ｱ) 大学の教育研究活動や地域貢献活動を踏まえ、効率的な大学運営を図るため、 

多様な勤務制度を構築する。 

(ｲ) 大学の教育研究の質の向上を図るため、役員及び教職員の業績を適正に評価す 

る制度を構築する。 

(ｳ) 教職員の採用は、原則として公募により行い、採否の基準を明確化するなど、 

手続を透明化する。 

(ｴ) 財政的な面を含め、中長期的な視点に立った教職員の採用計画を策定する。 

(ｵ) 豊富な経験を有する教員による若手教員の育成や、次代を担う幅広い年齢層の 

教員の採用などにより、バランスのとれた教員組織を構築する。 

 

⑵ 財務内容の改善に関する目標 

ア 自己収入の確保に関する目標 

(ｱ) 科学研究費補助金をはじめ、外部からの研究資金の獲得についての目標を定め、 

積極的に取り組む。 

(ｲ) 学納金や施設使用料等について、適正な金額を定め、収入の確保に努める。 

 

イ 経費の適切な使用に関する目標 

(ｱ) 事業の企画に当たっては、経営・教学の両面から検討を行う。 

   (ｲ) 教職員のコスト意識を高め、業務の効率的な執行を図るとともに、経費の抑制 

に努める。 

 

⑶ 自ら行う点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 

   自己点検評価を定期的に実施し、認証評価機関が行う大学評価、評価委員会が行う 

法人評価の結果と併せ、教育研究活動や業務運営の改善に活用する。 

 

⑷ 広報・情報公開に関する目標 

ア 大学の広報や情報発信を組織的・戦略的に行うための体制を構築する。 

イ 受験生に対する以外にも、大学の教育研究活動や地域貢献活動、学生活動等につ 

いての広報を積極的に行い、大学のイメージアップを図る。 

 

⑸ その他業務運営に関する重要目標 



ア 施設・設備の整備及び活用に関する目標 

(ｱ) 長期的な視点に立って施設・設備の整備を図り、良好で快適な環境の維持に努 

める。 

(ｲ) 大学の施設・設備を、公平性に配慮しながら地域住民等に積極的に開放する。 

(ｳ) 災害時には大学の施設・設備を地域住民に開放する。 

 

イ 危機管理等に関する目標 

危機管理や安全衛生管理のための体制を構築し、学生や教職員の安全を確保する。 


